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65歳以上の方対象

後付けの安全運転支援装置設置の補助制度後付けの安全運転支援装置設置費補助制度
受付中!!

　昨年度ご好評いただきましたこの制度は、愛知県が引き続き実
施することに伴い、今年度も実施することとなりました。現在所
有している自家用車に、後付けのペダル踏み間違い急発進等抑制
装置等（安全運転支援装置）を設置する費用の一部を補助します。
※1人につき１台、１回限りです（令和２年度中にこの補助制度
　を受けられた方は対象となりません）。

補
助
対
象
期
間

　

４
月
１
日
以
降
に
後
付
け
の
安
全
運

転
支
援
装
置
を
設
置
し
た
も
の
で
、
令

和
４
年
２
月
28
日
（
月
）
ま
で
に
実
績

報
告
書
の
提
出
が
な
さ
れ
た
も
の
ま
で

補
助
対
象
の
方

　
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
）

▽�

令
和
３
年
度
中
に
満
65
歳
以
上
と
な
る

方
▽�

町
内
に
お
住
ま
い
で
、
住
民
登
録
を
さ

れ
て
い
る
方

▽�

有
効
期
限
内
の
運
転
免
許
証
を
保
有
し

て
い
る
方

▽�

自
動
車
税
お
よ
び
町
税
を
滞
納
し
て
い

な
い
方

対
象
の
自
動
車

▽�
補
助
対
象
者
の
運
転
免
許
証
の
氏
名
欄

と
自
動
車
検
査
証
の
「
使
用
者
の
氏
名

ま
た
は
名
称
」
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る

氏
名
が
同
一
の
自
動
車

▽�

自
動
車
検
査
証
の
「
自
家
用
・
事
業
用

の
別
」
欄
が
「
自
家
用
」
と
な
っ
て
い

る
個
人
使
用
の
自
動
車

補
助
金
額

　

後
付
け
安
全
運
転
支
援
装
置
を
購

入
・
設
置
す
る
た
め
に
補
助
対
象
者
が

支
払
っ
た
費
用
に
５
分
の
４
を
乗
じ
た

額
（
１
０
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

　

上
限
額

▽�

障
害
物
検
知
機
能
付
き
の
装
置　

　

３
万
２
０
０
０
円

��

▽�

障
害
物
検
知
機
能
な
し
の
装
置

　

１
万
６
０
０
０
円

補
助
対
象
と
な
る
後
付
け
安
全
運
転
支
援

装
置

　

一
般
社
団
法
人
次
世
代
自
動
車
振
興
セ

ン
タ
ー
の
性
能
認
定
を
受
け
た
後
付
け
安

全
運
転
支
援
装
置
で
、
同
セ
ン
タ
ー
の
認

定
を
受
け
た
「
後
付
け
装
置
を
取
付
け
る

店
舗
等
（
後
付
け
装
置
取
扱
事
業
者
）」
が

販
売
設
置
す
る
装
置

※�

後
付
け
装
置
を
取
付
け
る
店
舗
等
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

問
合
せ
先

　

町
民
安
全
課　

蘂
95
ー

１
９
６
６

令
和
３
年
度 

第
１
回 

大
口
町
職
員
採
用
候
補
者
募
集

採
用
人
数

▽
保
育
士
２
名
程
度　

▽
技
術
職
（
土

木
）
１
名
程
度　

▽
保
健
師
１
名
程
度

受
験
資
格

▽
保
育
士　

短
期
大
学
程
度
以
上
卒
業

見
込
み
ま
た
は
卒
業
し
た
方
で
、
保
育

士
の
資
格
を
有
す
る
か
令
和
４
年
３
月

末
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方　

▽
技
術

職
（
土
木
）
土
木
を
専
攻
し
、
短
期
大

学
程
度
以
上
卒
業
見
込
み
ま
た
は
卒
業

し
た
方　

▽
保
健
師　

短
期
大
学
程
度

以
上
卒
業
見
込
み
ま
た
は
卒
業
し
た
方

で
、
保
健
師
の
資
格
を
有
す
る
か
令
和

４
年
３
月
末
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
方

年�
齢
要
件

平
成
４
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

方

第�

１
次
試
験　

５
月
30
日
（
日
）

試
験
会
場　

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ

　

大
口
町
伝
右
一
丁
目
35
番
地

　
蘂
94
―

０
０
５
１

受�

験
手
続　

提
出
書
類
を
「
大
口
町
役
場

総
務
部
政
策
推
進
課
職
員
グ
ル
ー
プ
」

に
郵
送
す
る
か
、
直
接
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

※
５
月
12
日
（
水
）
ま
で
の
消
印
有
効

受�

付
期
間　

４
月
15
日
（
木
）
か
ら
５
月

12
日
（
水
）

※�

詳
細
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　

政
策
推
進
課
　
蘂
95
ー

１
６
１
７


